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 広域連系インフラ整備: 米国の事例 
 

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 水野瑛己 

この論文は、経済産業省委託事業「平成26年度新エネルギー等導入促進基礎調査 再生可能エ

ネルギー導入拡大のための広域連系インフラの強化等に関する調査業務」を通じて得られた 
知見をベースにしており、論文中の図表を含め本報告書からの引用となります。 

 

1. はじめに 

今回は、米国における送電網や広域連系の整備

に関する政策をまとめる。ここでは、広域連系政

策の基礎となる連邦政府の政策と、ユニークな政

策で短期間の間に風力発電の統合を目的に大規模

な送電網建設を進めたテキサスの事例を述べる。 
 

2. 米国における広域連系政策の背景 

米国の送電網は、3 つの大きな周波数同期エリ

アに分かれている。東部送電網と西部送電網 
(Eastern Interconnection と Western Interconnection)と
テキサス州送電網 (Electricity Reliability Council of 
Texas、 ERCOT) で、これら 3 つの地域の間には、

非常に容量が低い直流線があるに過ぎない (図 1)。 

 
図 1: 米国の 3 大送電網 出典：	(1)	

 
米国では 1980 年代より電力事業の規制緩和が進

められ、1990 年代初期の発電市場の自由化に伴い、

1996 年に送電網へのオープン･アクセスが義務化

された。このオープン・アクセスを保障する仕組

みとして、Federal Energy Regulatory Commission 
(FERC) は FERC Order 888 により、連邦政府に規

制される、発電及び小売の資産を一切もたない独

立系統運用者 ISO（Independent System Operator）
の設立と ISO による地域の送電網運用を推奨した。 

1990 年代に卸電力取引が活発になった一方、広

域に電力を融通する仕組みと安定供給が課題とな

ったため、FERC は 1999 年に Order 2000 を発令し、

送電網を保有する全ての電気事業者に対して、地

域送電機関 RTO（Regional Transmission Operator）
を自主的に設置し、それに参加することを奨励し

た。その目的は、卸売市場取引を活性化しつつ、

供給信頼度を向上させるというもので、RTO は、

ISO よりもシステムの信頼性供給の点で責任が重

くなる。Order 2000 は、米国の電力事業者が RTO、

または ISO と提携することを強く推薦しているが、

義務化はしておらず、南東部と西部の電力会社は、

カリフォルニア州とテキサス州以外、このモデル

を取ることを拒否している。 RTO、または ISO が

設立された地域では、これらの機関が卸売市場の

運営、需給の調整、そして送電網の運用の監視を

行なっている。図 2 に RTO または ISO が設立され

て、卸売市場を運営している地域を示す。これら

の地域は、米国総人口の約 3 分の 2 を占めており、

2011 年時点で RTO は米国の約 60％の電力供給を

管理している。ISO/RTO が設立されていない地域

における電力取引は、供給事業者の相対取引で成

されている。(2) 
その後、2000 年から 2001 年にかけてのカリフ

ォルニア電力危機や 2003 年 8 月の東部大停電など

があり、安定供給と信頼度の向上、その為に必要

となる送電網整備と投資の確保の課題がより重要

となってきた。これらを受け、電力システムの信

頼性の向上と安定供給を担保することを目的とし

て 2005 年に制定されたのが Energy Policy Act  
(EPAct 2005) である。 

 
図 2: 米国における RTO または ISO			 出典：	(2)	

 
ϥ. EPAct ϤϢϢϧ と FERC の新しい権限と義務 

EPAct 2005 は、電力システムの信頼性の向上と

安定供給を担保する目的で、Department of Energy 
(DOE) に「国家送電網混雑調査」を実施して混雑

地域の指定を行なうことと、州をまたぐ送電線の

建設に関わる許認可をスピードアップするための

支援を行なうことを要請した。また FERC には、

送電網に関して、1) 国の送電網の信頼度の監視 
(信頼度基準の義務化)、2) 国家的な送電回廊の計

画を通じての州の送電網整備努力の補助、そして

3) 送電網投資を促進する料金制度の改革（送電網
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整備のための投資インセンティブの付与）という

義務を課した。(3) 

 
① 信頼度基準の構築 

1965 年 11 月に米国北東部とカナダで発生した

大停電を契機に、米国の電力産業界は業界規模で

国 家 電 力 信 頼 度 協 議 会 （ National Electricity 
Reliability Council）と、その下に 9 つの領域信頼

度協議会 (Regional Reliability Councils) を形成した。

1981 年にカナダの電力会社等も参加して、North 
American Electricity Council (NERC) と名称を変更

する。1987 年から NERC は、テロに対する対処や

備えを業務に加え、また 1990 年代を通じて、電力

セクター改革が始まった地域での送電網の運用ル

ールの変更、自発的であった送電網運用のルール

や信頼度政策･ガイドラインを強制に変える努力を

続けたが、ルールの義務化には至らなかった。 
2005年のEPActの成立により、北米規模で、監

査を受けた自主的な信頼度規制機関  (Electricity 
Reliability Organization: ERO) 」の設立が決まった

ことを受け、NERCは2006年4月にこの自主規制機

関となるべき申請をFERCに提出し、7月に承認が

降りた。2006年中にNERCは、この承認をもって

カナダ各州との取決めを交わし、2007年1月1日、

NERCは名称をNorth American Electricity Reliability 
Cooperation (NERC) に変更した。2006年中にNERC
は90の信頼性基準に12項目を追加し、102基準を

作っていたが、2007年3月15日にFERCはこのうち

の83基準を全米で強制的に遵守されなければなら

ない信頼度標準として承認し、同6月18日から施

行した。NERCの下では、8つの領域協議会が信頼

性基準の遵守の強制と監視を行う。 (4)	
② 州の送電網整備努力の補助	

EPAct 2005 は、新しい送電線を建設する難しさ

を鑑み、DOE が主要な混雑地域を National Interest 
Electric Transmission Corridors（国家的な送電回

廊）に指定する事を要求している。この地域の中

で建設される送電線の建設許可を FERC から得ら

れるようにして、許可プロセスの簡素化を目指し

ている。FERC は建設許可に関して、DOE や他の

連邦政府機関と、送電線の建設に関して環境保護

が十分になされるよう、許可の評価及び認定プロ

セスを協調する協定を結んでいる。(3) 
③ FERC による送電投資インセンティブの付与 

EPAct 2005 によって連邦議会は、送電網整備に

必要な投資を促すためインセンティブベースの料

金制度への改革を FERC に課した。送電網の強化･

拡充は、その信頼度を強化し、混雑を減らして消

費者に安く電力を届けることを促進するという便

益がある。これを受け FERC は、料金制度の改革

を通じて送電網整備の投資インセンティブを策定

する義務を遂行するため 2006 年に FERC Order 
679 を発効した (後述) 。 

4. 米国連邦政府の送電網整備計画に対する政策 
FERC の新しい投資インセンティブについて述

べる前に、ここではまず、連邦政府による送電網

整備計画に関する政策について述べる。 
 

① FERC Order 888 及び Order 890  
送電網整備計画の策定プロセスに関して、1996

年 5 月に発令したのが、FERC Order 888 であった。

これは、送電網整備に新規参入を奨励するため、

既存の送電事業者が第三者の事業者のニーズを踏

まえ、整備計画を策定するように求めている。ま

た Order 888 の附則として発令された Order 888-A
では、広域的な送電網整備計画の策定を、送電事

業者が合同して策定するように推奨している。(5) 

しかし、Order 888 は、計画の策定プロセスや事業

者の参加に対して、具体的な義務付けをしていな

かったことから、整備計画の策定は遅々として進

まなかった。そこで FERC は、Order 890 を 2007
年 2 月に発令し、図 3 に示される送電網整備計画

策定領域を定め、その領域に属する送電事業者た

ちに共同で、透明性が高く、オープンな送電網整

備計画策定プロセスを要求した。また Order 890
では、9 つの原則を満たす送電網整備計画のプロ

セスを策定し、送電網の建設の実現に繋げること

を要求している。(6) これらは、1) 協調性、2) 開示、 
3) 透明性、 4) 情報交換、 5) 同等性、 6) 紛争解決、 
7) 広域の参加、 8) 計画の経済性評価、 9) 新規計

画の建設費用配分の明確化、となっている。 
 

 
図 3: Order 890 で指定された送電網整備計画 

策定領域				 	 出典:	(7)	
	

② FERC Order 1000  
DOE は、2009 年の国家送電網混雑調査で、再生

可能エネルギーの導入が進むと、電力の需要地か

ら離れた地域での発電が増え、広域の送電網の投

資が一層必要となる分析結果を公表した。これを

受け、より一層の広域送電網の整備を促すため、

FERC が 2011 年 7 月に発効した指令が、Order 
1000 である。FERC Order 1000 は、2007 年に出さ

れた FERC Order 890 を改訂し、送電網計画と費用

分担に関わるルールを定めている。Order 1000 の

目的は、州や領域を跨ぐ送電網整備事業の計画に
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ちに共同で、透明性が高く、オープンな送電網整

備計画策定プロセスを要求した。また Order 890
では、9 つの原則を満たす送電網整備計画のプロ

セスを策定し、送電網の建設の実現に繋げること

を要求している。(6) これらは、1) 協調性、2) 開示、 
3) 透明性、 4) 情報交換、 5) 同等性、 6) 紛争解決、 
7) 広域の参加、 8) 計画の経済性評価、 9) 新規計

画の建設費用配分の明確化、となっている。 
 

 
図 3: Order 890 で指定された送電網整備計画 

策定領域				 	 出典:	(7)	
	

② FERC Order 1000  
DOE は、2009 年の国家送電網混雑調査で、再生

可能エネルギーの導入が進むと、電力の需要地か

ら離れた地域での発電が増え、広域の送電網の投

資が一層必要となる分析結果を公表した。これを

受け、より一層の広域送電網の整備を促すため、

FERC が 2011 年 7 月に発効した指令が、Order 
1000 である。FERC Order 1000 は、2007 年に出さ

れた FERC Order 890 を改訂し、送電網計画と費用

分担に関わるルールを定めている。Order 1000 の

目的は、州や領域を跨ぐ送電網整備事業の計画に
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おいて、より必要性が高く、コスト効率の良い事

業を見つけ出し、そういった広い領域に便益を与

える事業を推進するためにコスト配分の方法を明

確化することにあった。また送電網の利用者や需

給者に対する料金高騰から保護するために、様々

な抑制と均衡 (Check and Balance) の仕組みを取り

入れて、より費用対便益効果の高い事業を推進し

ようとしている。 
 

送電網計画に関するルールの改訂（3 つの原則） 
Order 1000 は、Order 890 で規定された広域参加

と新規計画の建設費用配分を除く、7 つの原則を

満たした上で、公共送電事業者に、広域の送電網

整備計画の策定プロセスに参加することを義務付

け、送電網計画において以下の 3 項目の要求を出

した。この 3 項目が、現在の広域連系と新規計画

の建設費用配分を改定する原則となっている。(8) 

 
� 原則 1：新規参入者への機会提供 

 公共送電事業者は、Order 890 が定めた原則に

基づき、領域の送電網整備計画の策定プロセスに

参加し、領域送電網整備計画を策定する義務を有

し、 
¾ それぞれの領域における、送電課題をより効

果的に、コスト効率よく解決する計画を作成

しなくてはいけない。 
¾ 利害関係者が領域の課題に対する解決策を見

出し、評価するために、彼らが策定プロセス

に参加する機会を与えなければならない。 
加えて FERC Order 1000 では、送電事業者単位

で計画策定を行っている事業者に広域的視点を持

って効率的で費用対効果の高い計画を策定し、領

域内の全ての送電事業者が単一のプロセスに参加

することを促すため、新規参入者への機会提供と

して、優先建設権 (ROFR) の廃止を定めた。ここ

では、米国の送電事業への投資は、既存の送電事

業者が規制を受けた料金設定において、州や領域

内の送電網整備計画に基づいて投資をするのが一

般的であるが、新規の民間参入者も競争的に参加

することを奨励するために、以下のルールを明文

化している。 
z 効果的でコスト効率の良い送電開発を奨励する

ために、領域内の送電網整備計画策定のプロセ

スにおいて、競争を促進する。 
z 領域における送電整備事業の申請、評価、そし

て選択においては、不当に差別的でないプロセ

スを形成しなければならない。 
z 領域内の送電網整備計画で、領域間のコスト配

分が必要とされた新規の送電設備については、

FERC認可の料金や協定に関する連邦政府の優

先建設権 (Right of First Refusal: ROFR)を取り除

く。1 
優先建設権 (ROFR) とは、既存の送電事業者が

優先的に自社管内の送電線を建設する権利のこと

で、これを送電料金制度から取り除くことで、新

規参入がしやすい環境を整えようとしている。ま

た Order 1000 は、ROFR が排除される事業におい

て、新規事業者が既存の事業者と同じ条件で、送

電網整備計画に参加できるような計画の策定プロ

セスを確立することも義務付けている。(8) 

 
� 原則 2: 公共政策を鑑みた送電網整備計画の策

定:  
地方と領域の送電網整備計画の策定プロセスは、

連邦法や州法によって定められた公共政策要求を

満たすものでなければならない。また、個々の送

電事業者は、公共政策要求によって発生する送電

ニーズを把握し、それらに対する解決策を評価す

るプロセスを確立しなければならない。 
FERC Order 1000 は、今後、州や連邦の公共政

策に従うことで必要となる送電線の整備を予測し

た計画を策定することも要求する。具体的には、

各州が定める Renewable Portfolio Standards (RPS)で
示される再生可能エネルギーの導入目標を満たす

電源が、いつごろまでに、州のどこに導入される

かの予測、また連邦や州で規定される環境保護政

策を反映した送電線の建設場所の決定、その他の

公共政策の要求等を鑑みて計画を策定するという

ことである。 
 

� 原則 3:地域間の協調 

地域間の協調: 隣接する 2 つの送電網策定領域の

公共送電事業者は、 
¾ それぞれの領域のニーズに対する情報と解決

策に対する情報を共有しなければならない。 
¾ 相互の送電網ニーズを解決するため、2 つ以

上の送電網整備領域を跨ぐ送電設備に関して

は、より効果的であり、また、よりコスト効

率の良い解決策があるかどうかを共同して突

き止め、評価し、決定しなければならない。 
¾ 送電網整備領域を跨ぐ送電網整備計画や広域

連系計画を作成しなければいけない義務はな

い。 
それまで進んでいなかった領域間 (Interregional) 

の協調については、1) 隣接する領域が、合同で行

                                                            
1 ただし、領域内の送電網整備計画で、コスト配分のために

選択されなかった事業 （広域費用負担でない事業）、鉄塔

の取替え等、送電設備のアップグレードには適用されない。

これにより送電事業や事業者を募集するための競争入札の利

用が可能になるが、入札は必ずしも要求されるわけではない。

また、このルールは、州法やその他の自治体法や規制で、

ROFRや同じ内容の権利が認められている場合、それを無効

化しない、と明文化されている。(8) 
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う領域間送電網整備計画の評価プロセスを確立す

ること、2) 送電網整備計画に関するデータや情報

交換は、最低でも 1 年に 1 回行なう手順を導入す

ること、そして 3) 領域間の送電網整備計画を評価

するプロセスにおいては、ウェブサイトか E メー

ルのリストを送電事業や領域単位で策定し、運営

管理することで、情報の伝達を行なうことが要求

されている。 
 

領域内、及び領域を跨ぐ送電網整備の費用配分ル

ールの改訂による 3 つの原則 

Order 1000 は、送電網策定計画の策定プロセス

と同様に、広域の送電網整備におけるコスト配分

についても重要な規制を示すものとなっており、

ここでも 3 つの原則を定めている。これは、領域

間送電網整備と、領域を跨ぐ送電網整備の両方に

適用される原則である。 
 

� 原則 1：個々の公共送電事業者は、領域内での

コスト配分方法が確立している領域送電網整備

計画策定プロセスに参加しなくてはいけない。 
� 原則 2：隣接する送電網整備計画策定領域の公

共送電事業者は、送電網整備領域を跨ぐ送電設

備の、双方におけるコスト配分を決定する方法

を共有していなければならない。 
� 原則 3：新規の送電網整備に対する参加者によ

る資金拠出は認められるが、これが領域内、ま

たは領域間のコスト配分方法とされることは認

められない。 
 
表1：  FERC Order 1000によるコスト配分の原則 

出典： (7) (8) (9)を基に作成 
原則 内容 

便益に応じたコ

スト配分 

� コストは、送電網整備計画策定領域内及び

領域間で、信頼度、予備力の共用、混雑の

緩和、政策目的といった便益を教授する受

益者それぞれの便益の比率で配分する 
� 信頼度、経済的・政策的目的からくる送電

網整備による回避可能コストのみを、コス

ト配分の唯一の決定方法としてはならない

受益者以外のコ

スト負担に関す

る同意の必要性 

� 送電網整備計画策定領域内及び領域間で、

送電整備によって便益を得ないものは、同

意無しにコストを負担する義務はない 

費用対便益の 
閾値 

� 送電網整備計画策定領域内及び領域間で、

費用配分方法において、費用対便益の閾値

を採用する場合、閾値が1.25を上まわる場

合はFERCの承認を受ける必要がある 
該当する送電整

備計画 
領域外での 
コスト負担の 
禁止 

� 送電整備は、該当する送電網整備計画策定

領域内及び領域間で、コスト配分を納める

� ただし、送電整備が他の領域にも便益を与

え、その領域がコスト負担に同意した場合

は、受益者負担としてコストを配分できる

透明性の高い 
コスト配分 
方法と受益者 
決定方法 

� 送電網整備計画策定領域内及び領域間で、

コスト配分の手法並びに受益者の特定に際

してのデータ要件は、文書で明文化されな

ければならない 
設備類型別の 
コスト配分 

� 送電網整備計画策定領域内及び領域間で、

信頼度、予備力の共用、混雑の緩和、政策

方法 目的といった類型ごとに異なるコスト負担

割り当ての方法を用いることが認められる

またコスト配分負担決定方法は、表 1 に示され

る 6 つの原則を満たす必要があることも明文化さ

れたが、各送電網整備計画策定領域は、それぞれ

にコスト配分の方法を決めることが出来る。もし、

領域がコスト配分方法を決定することが出来ない

場合は、FERC が過去の実績を鑑みて方法を決定

する。(7) (8) FERC は、2015 年 1 月 22 日に、コス

ト負担の配分に関して、さらに信頼度、経済的・

政策的な目的からくる送電網整備に要する回避可

能コストのみを、コスト配分の唯一の決定方法と

してはならないと判断し、便益を回避可能コスト

以外の別の方法も用いて評価することを求める。
(9) 

 
5. 米国連邦政府の送電網投資インセンティブ：

FERC Order 679  
先述のように、2006 年 7 月に FERC が発効した

Order 679 が、現在の米国の送電網整備のための連

邦政府の投資インセンティブを決定している。こ

れは、報酬率や加速度減価償却といった 10 の項目

のインセンティブを通じて、送電への投資を促し

たもので、国内のどこに位置する事業であっても、

1) 信頼度を向上する事業、あるいは 2) 混雑を減少

して電力供給コストを低減する事業と考えられる

事業全てが、インセンティブ料金設定の対象とな

り得る方針を示している。表 2 に Order 679 による

インセンティブの内容をまとめる。ここで Transco
と言われるものは、FERC が認定した送電事業の

みを行なう独立事業者を指す。配電資産を持つこ

ともあり、必ずしも ISO や RTO に参加している

必要はない。 
これらの 10 のインセンティブは、全てのインセ

ンティブが自動的に全ての事業に全て与えられる

のではなく、個々の事業はケース･バイ･ケースで

分析がなされ、違った組み合わせのインセンティ

ブが与えられることになる。また既存の設備に対

する新規投資に関しても、条件を満たせばこれら

のインセンティブは適用される。(10) そこで、事

業者は個々の事業に対して申請し、FERC の分析

と決定を得ることになる。公共電気事業者がこの

インセンティブ･ベースの料金設定を得るためには、

1) Federal Power Act (FPA,連邦電力法) の 219 条に

該当し、申請者が、送電混雑を軽減する、または

信頼度を向上させることで、送電コストを低減す

ることを証明すること、及び 2) 申請者は、Nexus 
Test による Nexus (関連性) 要求を満たすこと、の

2 つの条件を両方満たすことが必要となる。(10) (11) 
 
Nexus Test 

Nexus Test は、FERC Order 679 によって規定さ

れるもので、インセンティブと投資の関連付け (a 
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おいて、より必要性が高く、コスト効率の良い事

業を見つけ出し、そういった広い領域に便益を与

える事業を推進するためにコスト配分の方法を明

確化することにあった。また送電網の利用者や需

給者に対する料金高騰から保護するために、様々

な抑制と均衡 (Check and Balance) の仕組みを取り

入れて、より費用対便益効果の高い事業を推進し

ようとしている。 
 

送電網計画に関するルールの改訂（3 つの原則） 
Order 1000 は、Order 890 で規定された広域参加

と新規計画の建設費用配分を除く、7 つの原則を

満たした上で、公共送電事業者に、広域の送電網

整備計画の策定プロセスに参加することを義務付

け、送電網計画において以下の 3 項目の要求を出

した。この 3 項目が、現在の広域連系と新規計画

の建設費用配分を改定する原則となっている。(8) 

 
� 原則 1：新規参入者への機会提供 

 公共送電事業者は、Order 890 が定めた原則に

基づき、領域の送電網整備計画の策定プロセスに

参加し、領域送電網整備計画を策定する義務を有

し、 
¾ それぞれの領域における、送電課題をより効

果的に、コスト効率よく解決する計画を作成

しなくてはいけない。 
¾ 利害関係者が領域の課題に対する解決策を見

出し、評価するために、彼らが策定プロセス

に参加する機会を与えなければならない。 
加えて FERC Order 1000 では、送電事業者単位

で計画策定を行っている事業者に広域的視点を持

って効率的で費用対効果の高い計画を策定し、領

域内の全ての送電事業者が単一のプロセスに参加

することを促すため、新規参入者への機会提供と

して、優先建設権 (ROFR) の廃止を定めた。ここ

では、米国の送電事業への投資は、既存の送電事

業者が規制を受けた料金設定において、州や領域

内の送電網整備計画に基づいて投資をするのが一

般的であるが、新規の民間参入者も競争的に参加

することを奨励するために、以下のルールを明文

化している。 
z 効果的でコスト効率の良い送電開発を奨励する

ために、領域内の送電網整備計画策定のプロセ

スにおいて、競争を促進する。 
z 領域における送電整備事業の申請、評価、そし

て選択においては、不当に差別的でないプロセ

スを形成しなければならない。 
z 領域内の送電網整備計画で、領域間のコスト配

分が必要とされた新規の送電設備については、

FERC認可の料金や協定に関する連邦政府の優

先建設権 (Right of First Refusal: ROFR)を取り除

く。1 
優先建設権 (ROFR) とは、既存の送電事業者が

優先的に自社管内の送電線を建設する権利のこと

で、これを送電料金制度から取り除くことで、新

規参入がしやすい環境を整えようとしている。ま

た Order 1000 は、ROFR が排除される事業におい

て、新規事業者が既存の事業者と同じ条件で、送

電網整備計画に参加できるような計画の策定プロ

セスを確立することも義務付けている。(8) 

 
� 原則 2: 公共政策を鑑みた送電網整備計画の策

定:  
地方と領域の送電網整備計画の策定プロセスは、

連邦法や州法によって定められた公共政策要求を

満たすものでなければならない。また、個々の送

電事業者は、公共政策要求によって発生する送電

ニーズを把握し、それらに対する解決策を評価す

るプロセスを確立しなければならない。 
FERC Order 1000 は、今後、州や連邦の公共政

策に従うことで必要となる送電線の整備を予測し

た計画を策定することも要求する。具体的には、

各州が定める Renewable Portfolio Standards (RPS)で
示される再生可能エネルギーの導入目標を満たす

電源が、いつごろまでに、州のどこに導入される

かの予測、また連邦や州で規定される環境保護政

策を反映した送電線の建設場所の決定、その他の

公共政策の要求等を鑑みて計画を策定するという

ことである。 
 

� 原則 3:地域間の協調 

地域間の協調: 隣接する 2 つの送電網策定領域の

公共送電事業者は、 
¾ それぞれの領域のニーズに対する情報と解決

策に対する情報を共有しなければならない。 
¾ 相互の送電網ニーズを解決するため、2 つ以

上の送電網整備領域を跨ぐ送電設備に関して

は、より効果的であり、また、よりコスト効

率の良い解決策があるかどうかを共同して突

き止め、評価し、決定しなければならない。 
¾ 送電網整備領域を跨ぐ送電網整備計画や広域

連系計画を作成しなければいけない義務はな

い。 
それまで進んでいなかった領域間 (Interregional) 

の協調については、1) 隣接する領域が、合同で行

                                                            
1 ただし、領域内の送電網整備計画で、コスト配分のために

選択されなかった事業 （広域費用負担でない事業）、鉄塔

の取替え等、送電設備のアップグレードには適用されない。

これにより送電事業や事業者を募集するための競争入札の利

用が可能になるが、入札は必ずしも要求されるわけではない。

また、このルールは、州法やその他の自治体法や規制で、

ROFRや同じ内容の権利が認められている場合、それを無効

化しない、と明文化されている。(8) 
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う領域間送電網整備計画の評価プロセスを確立す

ること、2) 送電網整備計画に関するデータや情報

交換は、最低でも 1 年に 1 回行なう手順を導入す

ること、そして 3) 領域間の送電網整備計画を評価

するプロセスにおいては、ウェブサイトか E メー

ルのリストを送電事業や領域単位で策定し、運営

管理することで、情報の伝達を行なうことが要求

されている。 
 

領域内、及び領域を跨ぐ送電網整備の費用配分ル

ールの改訂による 3 つの原則 

Order 1000 は、送電網策定計画の策定プロセス

と同様に、広域の送電網整備におけるコスト配分

についても重要な規制を示すものとなっており、

ここでも 3 つの原則を定めている。これは、領域

間送電網整備と、領域を跨ぐ送電網整備の両方に

適用される原則である。 
 

� 原則 1：個々の公共送電事業者は、領域内での

コスト配分方法が確立している領域送電網整備

計画策定プロセスに参加しなくてはいけない。 
� 原則 2：隣接する送電網整備計画策定領域の公

共送電事業者は、送電網整備領域を跨ぐ送電設

備の、双方におけるコスト配分を決定する方法

を共有していなければならない。 
� 原則 3：新規の送電網整備に対する参加者によ

る資金拠出は認められるが、これが領域内、ま

たは領域間のコスト配分方法とされることは認

められない。 
 
表1：  FERC Order 1000によるコスト配分の原則 

出典： (7) (8) (9)を基に作成 
原則 内容 

便益に応じたコ

スト配分 

� コストは、送電網整備計画策定領域内及び

領域間で、信頼度、予備力の共用、混雑の

緩和、政策目的といった便益を教授する受

益者それぞれの便益の比率で配分する 
� 信頼度、経済的・政策的目的からくる送電

網整備による回避可能コストのみを、コス

ト配分の唯一の決定方法としてはならない

受益者以外のコ

スト負担に関す

る同意の必要性 

� 送電網整備計画策定領域内及び領域間で、

送電整備によって便益を得ないものは、同

意無しにコストを負担する義務はない 

費用対便益の 
閾値 

� 送電網整備計画策定領域内及び領域間で、

費用配分方法において、費用対便益の閾値

を採用する場合、閾値が1.25を上まわる場

合はFERCの承認を受ける必要がある 
該当する送電整

備計画 
領域外での 
コスト負担の 
禁止 

� 送電整備は、該当する送電網整備計画策定

領域内及び領域間で、コスト配分を納める

� ただし、送電整備が他の領域にも便益を与

え、その領域がコスト負担に同意した場合

は、受益者負担としてコストを配分できる

透明性の高い 
コスト配分 
方法と受益者 
決定方法 

� 送電網整備計画策定領域内及び領域間で、

コスト配分の手法並びに受益者の特定に際

してのデータ要件は、文書で明文化されな

ければならない 
設備類型別の 
コスト配分 

� 送電網整備計画策定領域内及び領域間で、

信頼度、予備力の共用、混雑の緩和、政策

方法 目的といった類型ごとに異なるコスト負担

割り当ての方法を用いることが認められる

またコスト配分負担決定方法は、表 1 に示され

る 6 つの原則を満たす必要があることも明文化さ

れたが、各送電網整備計画策定領域は、それぞれ

にコスト配分の方法を決めることが出来る。もし、

領域がコスト配分方法を決定することが出来ない

場合は、FERC が過去の実績を鑑みて方法を決定

する。(7) (8) FERC は、2015 年 1 月 22 日に、コス

ト負担の配分に関して、さらに信頼度、経済的・

政策的な目的からくる送電網整備に要する回避可

能コストのみを、コスト配分の唯一の決定方法と

してはならないと判断し、便益を回避可能コスト

以外の別の方法も用いて評価することを求める。
(9) 

 
5. 米国連邦政府の送電網投資インセンティブ：

FERC Order 679  
先述のように、2006 年 7 月に FERC が発効した

Order 679 が、現在の米国の送電網整備のための連

邦政府の投資インセンティブを決定している。こ

れは、報酬率や加速度減価償却といった 10 の項目

のインセンティブを通じて、送電への投資を促し

たもので、国内のどこに位置する事業であっても、

1) 信頼度を向上する事業、あるいは 2) 混雑を減少

して電力供給コストを低減する事業と考えられる

事業全てが、インセンティブ料金設定の対象とな

り得る方針を示している。表 2 に Order 679 による

インセンティブの内容をまとめる。ここで Transco
と言われるものは、FERC が認定した送電事業の

みを行なう独立事業者を指す。配電資産を持つこ

ともあり、必ずしも ISO や RTO に参加している

必要はない。 
これらの 10 のインセンティブは、全てのインセ

ンティブが自動的に全ての事業に全て与えられる

のではなく、個々の事業はケース･バイ･ケースで

分析がなされ、違った組み合わせのインセンティ

ブが与えられることになる。また既存の設備に対

する新規投資に関しても、条件を満たせばこれら

のインセンティブは適用される。(10) そこで、事

業者は個々の事業に対して申請し、FERC の分析

と決定を得ることになる。公共電気事業者がこの

インセンティブ･ベースの料金設定を得るためには、

1) Federal Power Act (FPA,連邦電力法) の 219 条に

該当し、申請者が、送電混雑を軽減する、または

信頼度を向上させることで、送電コストを低減す

ることを証明すること、及び 2) 申請者は、Nexus 
Test による Nexus (関連性) 要求を満たすこと、の

2 つの条件を両方満たすことが必要となる。(10) (11) 
 
Nexus Test 

Nexus Test は、FERC Order 679 によって規定さ

れるもので、インセンティブと投資の関連付け (a 
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nexus between the incentives sought and the investment 
made) を判断するテストとなる。FERC にインセン

ティブ料金設定を申請する事業者は、この関連性 
(nexus) を証明しないと、インセンティブ料金の設

定を受けることができない。FERC は、このテス

トで、申請された事業を判断する際に、1) 事業の

及ぶ範囲規模 (the scope of the project) 、2) 事業に

よる影響 (the effect of the project) 、3) 事業が直面

するチャレンジやリスク  (the challenges or risks 
faced by the project) を考慮する。その際、申請者か

ら出されたインセンティブの申請が、3 番目にあ

げられている「事業が面するチャレンジやリスク

に対処する」という目的に合わせて作成されてい

る、と判断される場合は、関連性 (Nexus) が証明

されたこととなる。(10)(11) 
 

表2：FERC	Order	679	の内容	
出典: (10)を基に作成	

対象	 施策内容	

公営電

気事業

者	
および

Transco	

� 新規投資を呼び込むに十分に高い ROE の設定	
� 新規投資に対する ROE は事業毎にキャッシュ

フロー分析によって、ケース・バイ・ケース

で評価され、ROE のレベルが決められる	
� 新規投資の建設費用を、送電料金算定の原価

として全額まで回収を認める 

� 建設中から料金に加算・回収できるため、建

設後の急な料金値上がりを防げる 

� 新規投資の商業運用開始以前の費用を送電料

金算定に営業費用として回収を認める 

� 建設中から料金に加算できるため、建設後の

急な料金値上がりを防げる 

� 制御できない理由によって閉鎖された施設の

所要費用全額を営業費用として回収を認める 

� 損失計上が不要となり、投資リスクが減る 

� 建設許可等を得にくい事業などの断念の許可 

� 仮説の資本構造に基づき、キャッシュフロー

分析を用いて算定した利益率の申請を認める	
� 申請者に、借り換えや違った資本費調達方法

の利用などで柔軟性を持たせる	
� 法定償却期間より短い 15 年間の加速化減価償

却で、早期に投資資金を回収	
� 事業毎のケース･バイ･ケースで、より短い期

間の減価償却の可能性がある	
� キャッシュフローの改善	
� 小売料金のモラトリアムを課せられている事

業者に対して、モラトリアムの最後でまで費

用回収の繰り延べを認める	

Transco	

� Transco を設立するための送電資産の売買を

促進するため、資産の売却に伴う譲渡所得に

かかる所得税の繰り延べ税金の累積を認める	
資産の売却に伴う税金のための調整を料金算

出のレートベースに入れることで、費用回収

を確かなものにする             

� Transco の設立を促進するための、帳簿価値

の調整	
� 送電資産を購入した場合に、帳簿価値に資産

獲得プレミアムの加算	
� プレミアムの回収方法はケース･バイ・ケース

で行なう	
ISO・RTO
等の送電	

� 高い ROE の設定	
� ISO や RTO の設立や普及の促進	

組織の	
参加事

業者	

� 特に Transco には、その設立と投資を促進す

るために、適切な Transco には高い ROE を設

定	
Order 679 が発効された 2006 年当初、FERC は、

型にはまった (Routine) の案件、つまり、信頼度を

向上させるために慣例に従った整備をするためだ

けの投資案件にはインセンティブ･ベースの料金設

定を与えないとして、明確に州を跨ぐ大型事業に

目を向けていた。しかし 2007 年初頭に、より小規

模の、既存送電線のアップグレードに関わる州内

送電線の小型事業に、型にはまったアップグレー

ド事業に当たらないという理由で、条件付でイン

センティブ･ベース料金を認可したことで、その後、

小規模や中規模の案件の申請にも、この料金設定

やインセンティブが認可されるようになった。(12) 

ただ、これにより、次第に送電網利用者等から門

戸が広すぎてほとんどすべての案件が許可されて

しまい、結果として ROE の高い料金設定が成され、

託送・送電料金が上がり続けるという懸念が出て

きた。このため、FERC は 2012 年 11 月にガイダ

ンスを公表して、テストを申請者が要求している

インセンティブのパッケージにおいて、どのよう

に事業のチャレンジとリスクへの対処及びインセ

ンティブと投資の関連性を判断するものに立ち返

らせた。また、このガイダンスでは、以下の要求

も為されている。(13) (14) 

� 事業者は高い ROE を申請する前に、建設中の

費用の全面回収や運用開始前コストの回収、ま

た、閉鎖された施設の所要費用を、全額まで営

業費用として回収を認めると言った、他のイン

センティブを駆使して、事業リスクを下げる努

力をした上で、残ったリスクに見合う ROE を

申請すること 
� 事業者は、事業のリスクやチャレンジに応じて

ROE を申請できるが、コストを最小限にする

様々な努力をすること。その努力の内容は事業

者の独自性に任せるが、FERC へ申請する事業

コストの試算は、州の建設許可申請に用いられ

るコスト試算を超えるものであってはならない 
� 事業者は、インセンティブの申請をする前に、

様々なオプションを精査し、申請されたオプシ

ョンが最適なものであることを示す 
� 事業者は、事象のリスクが、インセンティブを

正当化するものであることを示すこと 
� FERC は、 高い ROE によって恩恵を受ける事

業例を挙げており、それには先駆的な技術を用

いる事業が含まれているが、このガイダンスが

出された後、ある先駆的な技術だけに対する特

別な ROE を設定することはない 
 
FERC の 2006 年以後の送電網投資に対する料金

設定は、基本的な事業の ROE に、個々の事業に特

有のリスクと難しさを鑑みた、プレミアムの報酬
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率を加味することで、長期に渡る送電網投資のリ

スクを緩和し、民間投資を集めようというもので

ある。個々の事業者が一つ一つの事業の費用対便

益を個別に評価し、FERC が同じベースで事業を

個別に判断することで、その事業の電力安定供給

や市場の統合に対する貢献度を評価する。 
一般的に FERC は、1％から 3％の ROE のプレ

ミアムを事業に与えていることが多い。インセン

ティブを決定するプロセスには、短期に決定でき

る経路も用意されており、これも事業者に対する

制度リスクを減らす要因となっている。これはド

イツのように送電網開発を義務付けされた TSO 毎

の報酬率を決める方法とは異なり、既存の送電事

業者が規制ラインを用いて投資を増やす傍ら、マ

ーチャントラインやその他のビジネスモデルを用

いて新規プレーヤーや新しい資金源を呼び込もう、

というものになっている。その為、民間資金が、

リターンがより高い他の投資案件にまわりにくく

なるようなリスク軽減の仕組みが取り込まれてい

る。 
図 4 に、2006 年の Order 679 以前と以後の送電

網開発に対する投資を比較した。2006 年以後の投

資が、全米で大幅に伸びていることが分かる。こ

の背景には、2000 年代後半から送電自体の信頼性

向上や基準に見合うためのアップグレードに加え、

導入が拡大する変動性再生可能エネルギーの統合、

需要が増える南部や西部の州でのインフラ整備、

古くなった送電資産の取替え等で、送電網の整備

のための投資額が伸びていることがあるが、

FERC によるインセンティブの設定も大きく貢献

をしている。 
 

 

図 4	：1995 年から 2012 年までの FERC 管轄下

にある送電網事業者による送電網投資額の推移	
（名目値）	 出典：	(15)	

注）FERC の管轄下にある送電網事業者は全米の約 70％
を占める	

	
6. テキサス州 CREZ 事業の背景 
全米のISOやRTOでは、上述の連邦政府やFERC

や政策に従い、それぞれが広域の送電網整備計画

の策定や料金の設定を行っている。経済産業省委

託事業の「平成26年度新エネルギー等導入促進基

礎調査 再生可能エネルギー導入拡大のための広

域連系インフラの強化等に関する調査業務」では、

PJMとCAISOの事例を紹介しているので、詳細は

この報告書を参照していただきたい。加えてここ

では、テキサス州で、2005年から2014年までに行

われたCompetitive Renewable Energy Zones (CREZ) 
という仕組みを用いて変動性再生可能エネルギー、

特に風力発電開発と一体化した送電網整備計画の

策定と実行で用いられたユニークな手法と成功事

例について述べる。 
テキサス州では、州のほとんどの電力系統運用

は、独立系統運用であるERCOT (Electric Reliability 
Council of Texas、テキサス電力信頼度協会) が行な

っており、他の米国東部及び西部の送電網と接続

されずに独立した形を取る。ERCOTは、面積的に

州の約75％、電力負荷においては約85％をカバー

しており、総延長約40, 500マイル (約65, 180km) の
送電線の運用を行なう。ERCOTは1970年に設立さ

れた非営利独立機関で、テキサス州内の送電網の

運用や卸売、小売市場を監視する。1996年にISO
となった。ERCOTの管轄は、テキサス州内に限ら

れるため、基本的に州を跨ぐ事業を管轄する

FERCの権限の下には入らない。テキサス州では、

基本的に州外の送電網との電力取引が無いことか

ら、州を跨ぐ電力の取引を管轄するFERCの規制

を直接受けない。ただ、EPAct等の連邦政府の法

に関しては、 ERCOT は Texas Reliability Entity 
(Texas RE) に対する説明責任があり、またERCOT
の市場監視及び料金設定における活動は、Public 
Utility Commission of Texas (PUCT) によって監視さ

れている。(16)  

ERCOTでは、他のISOやRTOが行なっているよ

うにNERCの信頼度基準とERCOT自身の基準を遵

守するための送電網整備計画の策定を2001年から

行ない、2003年にそのプロセスを正式化したが、

CREZは其のプロセスとは別の政策として策定、

実行された。その背景にあったのが、風力発電の

増加である。テキサス州では1999年に、2009年ま

でに2GWの再生可能エネルギーの導入を義務付け

たRPS制度が決定し、2002年に制度がはじまった。

2005年には導入目標が拡張され、2015年までに

5.88GW、2025年までに10GWの導入目標を立てて

いる。2025年の目標は2010年に15年前倒しで達成

されており、その中心をなすのが風力発電となっ

ている。2006年にはカリフォルニア州を超えて風

力発電の累積設備容量全米一となり、翌2007年に

は年間1GWの設備容量を稼動させた最初の州とな

った。その後も順調に容量を伸ばし、現在、テキ

サス州の風力発電の累積設備容量は全米一を誇る。
(17)(18) 
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nexus between the incentives sought and the investment 
made) を判断するテストとなる。FERC にインセン

ティブ料金設定を申請する事業者は、この関連性 
(nexus) を証明しないと、インセンティブ料金の設

定を受けることができない。FERC は、このテス

トで、申請された事業を判断する際に、1) 事業の

及ぶ範囲規模 (the scope of the project) 、2) 事業に

よる影響 (the effect of the project) 、3) 事業が直面

するチャレンジやリスク  (the challenges or risks 
faced by the project) を考慮する。その際、申請者か

ら出されたインセンティブの申請が、3 番目にあ

げられている「事業が面するチャレンジやリスク

に対処する」という目的に合わせて作成されてい

る、と判断される場合は、関連性 (Nexus) が証明

されたこととなる。(10)(11) 
 

表2：FERC	Order	679	の内容	
出典: (10)を基に作成	

対象	 施策内容	

公営電

気事業

者	
および

Transco	

� 新規投資を呼び込むに十分に高い ROE の設定	
� 新規投資に対する ROE は事業毎にキャッシュ

フロー分析によって、ケース・バイ・ケース

で評価され、ROE のレベルが決められる	
� 新規投資の建設費用を、送電料金算定の原価

として全額まで回収を認める 

� 建設中から料金に加算・回収できるため、建

設後の急な料金値上がりを防げる 

� 新規投資の商業運用開始以前の費用を送電料

金算定に営業費用として回収を認める 

� 建設中から料金に加算できるため、建設後の

急な料金値上がりを防げる 

� 制御できない理由によって閉鎖された施設の

所要費用全額を営業費用として回収を認める 

� 損失計上が不要となり、投資リスクが減る 

� 建設許可等を得にくい事業などの断念の許可 

� 仮説の資本構造に基づき、キャッシュフロー

分析を用いて算定した利益率の申請を認める	
� 申請者に、借り換えや違った資本費調達方法

の利用などで柔軟性を持たせる	
� 法定償却期間より短い 15 年間の加速化減価償

却で、早期に投資資金を回収	
� 事業毎のケース･バイ･ケースで、より短い期

間の減価償却の可能性がある	
� キャッシュフローの改善	
� 小売料金のモラトリアムを課せられている事

業者に対して、モラトリアムの最後でまで費

用回収の繰り延べを認める	

Transco	

� Transco を設立するための送電資産の売買を

促進するため、資産の売却に伴う譲渡所得に

かかる所得税の繰り延べ税金の累積を認める	
資産の売却に伴う税金のための調整を料金算

出のレートベースに入れることで、費用回収

を確かなものにする             

� Transco の設立を促進するための、帳簿価値

の調整	
� 送電資産を購入した場合に、帳簿価値に資産

獲得プレミアムの加算	
� プレミアムの回収方法はケース･バイ・ケース

で行なう	
ISO・RTO
等の送電	

� 高い ROE の設定	
� ISO や RTO の設立や普及の促進	

組織の	
参加事

業者	

� 特に Transco には、その設立と投資を促進す

るために、適切な Transco には高い ROE を設

定	
Order 679 が発効された 2006 年当初、FERC は、

型にはまった (Routine) の案件、つまり、信頼度を

向上させるために慣例に従った整備をするためだ

けの投資案件にはインセンティブ･ベースの料金設

定を与えないとして、明確に州を跨ぐ大型事業に

目を向けていた。しかし 2007 年初頭に、より小規

模の、既存送電線のアップグレードに関わる州内

送電線の小型事業に、型にはまったアップグレー

ド事業に当たらないという理由で、条件付でイン

センティブ･ベース料金を認可したことで、その後、

小規模や中規模の案件の申請にも、この料金設定

やインセンティブが認可されるようになった。(12) 

ただ、これにより、次第に送電網利用者等から門

戸が広すぎてほとんどすべての案件が許可されて

しまい、結果として ROE の高い料金設定が成され、

託送・送電料金が上がり続けるという懸念が出て

きた。このため、FERC は 2012 年 11 月にガイダ

ンスを公表して、テストを申請者が要求している

インセンティブのパッケージにおいて、どのよう

に事業のチャレンジとリスクへの対処及びインセ

ンティブと投資の関連性を判断するものに立ち返

らせた。また、このガイダンスでは、以下の要求

も為されている。(13) (14) 

� 事業者は高い ROE を申請する前に、建設中の

費用の全面回収や運用開始前コストの回収、ま

た、閉鎖された施設の所要費用を、全額まで営

業費用として回収を認めると言った、他のイン

センティブを駆使して、事業リスクを下げる努

力をした上で、残ったリスクに見合う ROE を

申請すること 
� 事業者は、事業のリスクやチャレンジに応じて

ROE を申請できるが、コストを最小限にする

様々な努力をすること。その努力の内容は事業

者の独自性に任せるが、FERC へ申請する事業

コストの試算は、州の建設許可申請に用いられ

るコスト試算を超えるものであってはならない 
� 事業者は、インセンティブの申請をする前に、

様々なオプションを精査し、申請されたオプシ

ョンが最適なものであることを示す 
� 事業者は、事象のリスクが、インセンティブを

正当化するものであることを示すこと 
� FERC は、 高い ROE によって恩恵を受ける事

業例を挙げており、それには先駆的な技術を用

いる事業が含まれているが、このガイダンスが

出された後、ある先駆的な技術だけに対する特

別な ROE を設定することはない 
 
FERC の 2006 年以後の送電網投資に対する料金

設定は、基本的な事業の ROE に、個々の事業に特

有のリスクと難しさを鑑みた、プレミアムの報酬
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率を加味することで、長期に渡る送電網投資のリ

スクを緩和し、民間投資を集めようというもので

ある。個々の事業者が一つ一つの事業の費用対便

益を個別に評価し、FERC が同じベースで事業を

個別に判断することで、その事業の電力安定供給

や市場の統合に対する貢献度を評価する。 
一般的に FERC は、1％から 3％の ROE のプレ

ミアムを事業に与えていることが多い。インセン

ティブを決定するプロセスには、短期に決定でき

る経路も用意されており、これも事業者に対する

制度リスクを減らす要因となっている。これはド

イツのように送電網開発を義務付けされた TSO 毎

の報酬率を決める方法とは異なり、既存の送電事

業者が規制ラインを用いて投資を増やす傍ら、マ

ーチャントラインやその他のビジネスモデルを用

いて新規プレーヤーや新しい資金源を呼び込もう、

というものになっている。その為、民間資金が、

リターンがより高い他の投資案件にまわりにくく

なるようなリスク軽減の仕組みが取り込まれてい

る。 
図 4 に、2006 年の Order 679 以前と以後の送電

網開発に対する投資を比較した。2006 年以後の投

資が、全米で大幅に伸びていることが分かる。こ

の背景には、2000 年代後半から送電自体の信頼性

向上や基準に見合うためのアップグレードに加え、

導入が拡大する変動性再生可能エネルギーの統合、

需要が増える南部や西部の州でのインフラ整備、

古くなった送電資産の取替え等で、送電網の整備

のための投資額が伸びていることがあるが、

FERC によるインセンティブの設定も大きく貢献

をしている。 
 

 

図 4	：1995 年から 2012 年までの FERC 管轄下

にある送電網事業者による送電網投資額の推移	
（名目値）	 出典：	(15)	

注）FERC の管轄下にある送電網事業者は全米の約 70％
を占める	

	
6. テキサス州 CREZ 事業の背景 
全米のISOやRTOでは、上述の連邦政府やFERC

や政策に従い、それぞれが広域の送電網整備計画

の策定や料金の設定を行っている。経済産業省委

託事業の「平成26年度新エネルギー等導入促進基

礎調査 再生可能エネルギー導入拡大のための広

域連系インフラの強化等に関する調査業務」では、

PJMとCAISOの事例を紹介しているので、詳細は

この報告書を参照していただきたい。加えてここ

では、テキサス州で、2005年から2014年までに行

われたCompetitive Renewable Energy Zones (CREZ) 
という仕組みを用いて変動性再生可能エネルギー、

特に風力発電開発と一体化した送電網整備計画の

策定と実行で用いられたユニークな手法と成功事

例について述べる。 
テキサス州では、州のほとんどの電力系統運用

は、独立系統運用であるERCOT (Electric Reliability 
Council of Texas、テキサス電力信頼度協会) が行な

っており、他の米国東部及び西部の送電網と接続

されずに独立した形を取る。ERCOTは、面積的に

州の約75％、電力負荷においては約85％をカバー

しており、総延長約40, 500マイル (約65, 180km) の
送電線の運用を行なう。ERCOTは1970年に設立さ

れた非営利独立機関で、テキサス州内の送電網の

運用や卸売、小売市場を監視する。1996年にISO
となった。ERCOTの管轄は、テキサス州内に限ら

れるため、基本的に州を跨ぐ事業を管轄する

FERCの権限の下には入らない。テキサス州では、

基本的に州外の送電網との電力取引が無いことか

ら、州を跨ぐ電力の取引を管轄するFERCの規制

を直接受けない。ただ、EPAct等の連邦政府の法

に関しては、 ERCOT は Texas Reliability Entity 
(Texas RE) に対する説明責任があり、またERCOT
の市場監視及び料金設定における活動は、Public 
Utility Commission of Texas (PUCT) によって監視さ

れている。(16)  

ERCOTでは、他のISOやRTOが行なっているよ

うにNERCの信頼度基準とERCOT自身の基準を遵

守するための送電網整備計画の策定を2001年から

行ない、2003年にそのプロセスを正式化したが、

CREZは其のプロセスとは別の政策として策定、

実行された。その背景にあったのが、風力発電の

増加である。テキサス州では1999年に、2009年ま

でに2GWの再生可能エネルギーの導入を義務付け

たRPS制度が決定し、2002年に制度がはじまった。

2005年には導入目標が拡張され、2015年までに

5.88GW、2025年までに10GWの導入目標を立てて

いる。2025年の目標は2010年に15年前倒しで達成

されており、その中心をなすのが風力発電となっ

ている。2006年にはカリフォルニア州を超えて風

力発電の累積設備容量全米一となり、翌2007年に

は年間1GWの設備容量を稼動させた最初の州とな

った。その後も順調に容量を伸ばし、現在、テキ

サス州の風力発電の累積設備容量は全米一を誇る。
(17)(18) 
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テキサスの風力資源は特に人口密度の低い州の

西部に偏在しており、ERCOTの管轄域内でも風力

発電所の70％が北西部地域にあるのだが（図5）、

電力需要地は、ダラス、サン・アントニオ、ヒュ

ーストン、オースチンといった州の東部、中央部、

南部に集中している。2002年のRPS開始とほぼ同

時に送電容量以上の風力発電所の建設が進み始め、

送電網の混雑回避のための出力抑制･解列が成され

るようになり、送電網の拡充が課題となってきて

いた。こういった出力抑制により、風力発電の年

間設備利用率はテキサス州MacCamey地区で本来

あるべきとされた40％から27％にまで下がってい

た。また西部の風況の良い地域では、既存の送電

網から離れているために風力発電の開発が進まな

いことも問題となっており、風力発電の開発をよ

り推進するといった意味で、新しい送電網の開発

が必要になりつつあった。(17)(18)(19)(20) 

 

図 5: テキサス州の風力発電所の位置	

出典：(17) 
 

7. CREZ (Competitive Renewable Energy Zone) の設

置義務 
2005 年、テキサス州議会上院は、Senate Bill 20 

(SB 20) によって改正された公共事業規制法によっ

て、州の再生可能エネルギープログラムを確立し、

ERCOT と PUCT に Competitive Renewable Energy 
Zones (CREZ) と言う、風力発電開発が為されるべ

き地域を特定する義務を課した。SB 20 は、CREZ
特定の判断基準を、1) 最良の再生可能エネルギー

資源が得られること、2) 再生可能エネルギー発電

に必要となる十分な土地が得られること、 3) 再生

可能エネルギー発電事業者から高いレベルで財務

的なコミットメントが得られること、の 3 点を満

足する地域と定義している。(21) 

この法律の背景には、当時、高騰した天然ガス

価格と、クリーンエネルギーへの転換への必要性

が重なり、信頼性の高い CREZ を特定することは

その第一歩になると州議会は考えた。また、テキ

サス州における送電網の建設は、送電線が利用さ

れ、有用であるという証明を送電事業者が PUCT
に対して行う必要があり、これは伝統的に、建設

される送電線に接続する予定の発電事業者からの

財務的なコミットメント（送電整備の費用と同額

の債権）を提出することとなっていた。しかし発

電所が先か、送電線が先かというニワトリと卵の

問題に落ちいっていたテキサスでは、西部の風力

発電所と需要地を繋ぐ送電線整備が遅々として進

んでいなかったのである。(20) 
また同州法は、CREZは、明確な費用配分の方

法論を持つことも要求し、出資者への投資リスク

を軽減することも明示した上で、ERCOTに、

PUCTとともにCREZに接続する送電網の計画策定

の責任を課した。この際に明確になった費用配分

はPostage Stampと呼ばれる(後述)。 
 

8. CREZ 送電網の整備プロセス 
CREZの送電網策定は、図6の流れを経てなされ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6：	CREZ 送電網整備のプロセス	
 

① PUCT による CREZ 特定	
2006 年から 2007 年にかけて ERCOT は、PUCT

の送電網整備の可能性、それらの建設費、そして

違った CREZ がもたらす便益の試算を行うように

という指示を受け、州内の風力発電ポテンシャル

の 12 ヶ月の調査･分析と、風力発電がアンシラリ

ー･サービスに与える影響を分析を実施した。 
2006 年 12 月、PUCT は、競争プロセスを用いた

CREZ を特定するルールを定め、ERCOT のスタデ

ィを踏まえて、2007 年 1 月に CREZ 選定プロセス
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が正式に始まる。ここではまず、100 に近い風力

発電事業者や送電事業、そして利害関係者により、

CREZ として彼らが推薦する地域や、自身の財務

的なコミットメント、利害関係者としての意見・

動議が PUCT に提出された。その後、2007 年 6 月

にそれらを一同に会した公聴会が開かれた。この

ように利害関係者とのオープンなプロセスで検討

された送電網整備の計画は、「再生可能エネルギ

ー設備を開発するための資源と土地が十分あるか

どうか」と「それぞれの地域に対してどれほどの
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特定された CREZ をベースに、2008 年 4 月まで

に ERCOT が送電網最適化スタディ (CTO) と 4 つ

のシナリオ分析を行い、同 8 月に PUCT が選択し

たシナリオ 2 に基づいた、18GW の風力発電整備

計画と 49.8 億 USD の送電網整備総コストが確定

した。(24)(25) 

③ PUCT による送電事業者の選出 
2008 年 5 月から、PUCT による送電事業者の選

定が始まり、計画の新規建設分には新規参入者が

認められ、事業者の提出した建設コストと財務能

力、経験、技術力などが総合評価された後、合計

14 事業者（そのうち 8 事業者が CREZ 送電網の新

設部分の担当）として選出された。 
 

 
図 8 ： CREZ の TSP の 14 事業者と担当事業  

出典: (26) 
事業者の選択プロセスは、送電線の実際の事業

ルート選定と環境評価を兼ねたプロセスをとり、

事業者と事業許可が 2009 年 5 月までに一気に決定

されるというスピーディーなものとなった。 
④ 送電網の建設 

事業者選定の後すぐに 2009 年から始まった建設

事業実施では、PUCT は専門の進捗監視者を設け、

四半期ごとの報告書を出して、建設の進捗ととも

にコストの推移なども全ての事業に対して公開し

た。3,600 マイル（約 5,800km) 近い CREZ の送電

網整備の最終デッドラインは 2013 年末であったの

だが、図 9 で示されるようにほとんどの事業がそ

のデッドラインまでに完成しており、それ以外の

事業も 2014 年 4 月までに完成した。 

 
図 9：CREZ の 2009 年から 2014 年 4 月までの 

月ごとの建設事業  出典:	(27)	
 
9. CREZ の便益 

CREZ の建設前の 2009 年、ERCOT は風力発電

可能総量の 17.1％を解列・出力制御したと言われ、

これは 1, 500MW の設備容量が年間に発電する量

に当たるとされる。しかしわずか 5 年の間に建

設・完成された約 3,600 マイルの送電網により、

2013 年と 2014 年には解列・出力抑制が大幅に減

っていることが図 10 で示されている。また出力制

御の低下に伴い、ネガティブ価格も姿を消し、発

電事業者にも大きな便益をもたらしていることが

分かる。(18) 
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と移行されている。インセンティブ規制の方法や

内容は様々であるが、コスト削減を促しながら、

必要な送電網整備やサービスを提供するという目

的は共通している。また、民間投資を中心とする

ことも共通している。その為、公共の負担や投融

資のスキームは存在するものの、その役割は、長

期に渡る事業リスクを低減し、民間投融資の呼び

水とすることに主眼が置かれている。これらの国

や領域の規制手法は、我が国における電力システ

ム改革以降の送電網整備や再生可能エネルギーの

最大限の導入に向けた官民の取組への示唆に富む。 
日本は、送電網整備におけるこれら先進国の取

組を基に、今後はよりスピード感を持って広域連

系の強化に取り組みことが必要となる。それは風

力を代表とする変動性再生可能エネルギーのエネ

ルギーミックスへの貢献度を向上して気候変動課

題の解決に取り組むことと共に、規模の経済を日

本の電力ビジネスに持ち込み、消費者の便益を向

上させるという点でも不可欠となる。 
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と移行されている。インセンティブ規制の方法や

内容は様々であるが、コスト削減を促しながら、

必要な送電網整備やサービスを提供するという目

的は共通している。また、民間投資を中心とする

ことも共通している。その為、公共の負担や投融

資のスキームは存在するものの、その役割は、長

期に渡る事業リスクを低減し、民間投融資の呼び

水とすることに主眼が置かれている。これらの国

や領域の規制手法は、我が国における電力システ

ム改革以降の送電網整備や再生可能エネルギーの

最大限の導入に向けた官民の取組への示唆に富む。 
日本は、送電網整備におけるこれら先進国の取

組を基に、今後はよりスピード感を持って広域連

系の強化に取り組みことが必要となる。それは風

力を代表とする変動性再生可能エネルギーのエネ

ルギーミックスへの貢献度を向上して気候変動課

題の解決に取り組むことと共に、規模の経済を日

本の電力ビジネスに持ち込み、消費者の便益を向

上させるという点でも不可欠となる。 
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